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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
‐中心開口（１１）の周りに配置された１つ以上の部品（５）を含む接続要素（２）、た
だし、前記部品は、内視鏡（８）が中心開口（１１）中に挿入されたときに、非展開位置
から展開位置へと接続要素（２）を転換させて中心開口（１１）の寸法を変化させること
によって、内視鏡（８）の遠位端に接続されるように作動可能であり、接続要素（２）の
寸法は、その長さが内視鏡（８）の長さと比較して小さく、かくして接続要素（２）が内
視鏡（８）の遠位端に沿って様々な位置で接続されることができるようなものである、と
、
‐前記接続要素（２）に取り付けることのできる少なくとも２つの操作アーム（３，３’
）であって、前記操作アーム（３，３’）の各々が少なくとも１つの外科器具を受容する
ことができ、かつ外科器具が前記アームに固定されるときに、後者が前記外科器具に空間
内で少なくとも２次元の変位をもたらすことができるように、他方のアームとは独立して
空間で少なくとも２次元的に方位を定めることができるように構成された操作アーム（３
，３’）と、
‐前記操作アームをそれらの自由度に従って方位を定めるように設計された方位決め手段
と、
‐前記内視鏡支持装置を非展開位置から展開位置にその場で転換するための拡張手段（６
，７）と、
を備えた内視鏡支持装置（１）。
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【請求項２】
　内視鏡（８）が接続要素（２）に接続されるときに、接続要素（２）の軸が内視鏡（８
）の軸と一致し、１つ以上の部品（５）が、前記軸に対して横方向に移動するように拡張
手段（６，７）によって作動可能であり、それにより、中心開口（１１）の寸法を変更さ
せ、接続要素（２）が内視鏡（８）に固定されることを可能にする請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　内視鏡（８）の軸に対して平行に測定されたときの接続要素（２）の長さが、展開位置
にあるときの接続要素（２）の直径より小さい請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記操作アームの各々が、他方のアームとは独立して同一の第１方位面内で少なくとも
回転２自由度（それぞれα，γおよびα’，γ’）で方位を定めることができるように構
成されている請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　第１方位面は、前記操作アーム（３及び３’）の２つの主軸線（Ｂ及びＢ’）によって
画定される請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記アームの各々が第３の回転自由度（それぞれω及びω’）を有し、したがって前記
アームの各々が第２方位面でこの自由度で方位を定めることができる請求項４又は５に記
載の装置。
【請求項７】
　操作アーム（３，３’）の第２方位面は、前記操作アーム（３または３’）の主軸線（
ＢまたはＢ’）、および第１方位面に略直角の軸線に対応する第２軸線（ＤまたはＤ’）
によって画定される請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記アームの各々はさらに、前記アームの主軸線に沿った平行移動自由度に対応する平
行移動自由度を有する請求項１～７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記アームの各々はさらに、前記アームの主軸線に沿った回転自由度に対応する回転自
由度を有する請求項１～８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　装置の拡張手段は、接続要素（２）の１つ以上の部分（５）に結合された１つ以上のケ
ーブル（６，７）を備える請求項１～９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置が、その展開位置にあって、装置が作動していないときに、前記操作アームは
中心開口の面に対し略垂直に向けられ、かつ相互に略平行である請求項１～１０のいずれ
かに記載の装置。
【請求項１２】
　方位決め手段の作動および／または拡張手段の作動を制御するための制御手段を備える
請求項１～１１のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　接続要素（２）は可撓性膜（５）を備え、前記可撓性膜（５）は、中心開口の周りに前
記可撓性膜（５）を広げる及び／又は折り畳むための少なくとも１つのケーブル（６，７
）に結合されて中心開口の周りに配置されている請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　拡張手段は、剛性ガイド（４）中に挿入された２つのケーブル（６，７）を備える請求
項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　接続要素（２）は２つの部品を含み、これらの２つの部品は、中心開口の寸法を変更す
るために、及び内視鏡が中心開口中に挿入されたときに２つの部品の間で内視鏡を固定す
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るために、２つの部品を相互に対して及び相互から離れるように移動させるためのケーブ
ル（６，７）によって相互に結合されて中心開口の周りに配置されている請求項１～９の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　一方の操作アームが二つの部品の一方に取り付けられており、他方の操作アームが２つ
の部品の他方に取り付けられている請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　内視鏡に接続するための接続要素は、主軸線（Ａ）を持つ剛性構造の形である請求項１
～９のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　拡張手段は、前記接続要素（２）をその主軸線（Ａ）を中心に特定の角度（β）だけ枢
動させることのできる枢動装置に対応する請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　方位決め手段は、操作アーム（３，３’）の領域に配置される１組のケーブル（１５，
２５；１６，２６およびもし適切なら、３５，４５；３６，４６）を備え、動くように作
動させることができる請求項１～１８のいずれかに記載の装置。
【請求項２０】
　内視鏡に接続するための接続要素（２）は膨張可能な膜の形であり、接続要素（２）は
装置の非展開位置では膨張せず、装置の展開位置で膨張する請求項１～９のいずれかに記
載の装置。
【請求項２１】
　操作アームの方位決めのための手段は、接続要素の領域に位置されかつ調整可能な充填
レベルに応じて流体を充填させることのできるコンパートメントを少なくとも備えた、流
体循環回路の形である請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　操作アームの方位決め手段は、操作アーム（３，３’）の領域に位置されかつ調整可能
な充填レベルに応じて流体を充填させることのできるコンパートメントを少なくとも備え
た、流体循環回路の形である請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　操作アームの方位決め手段は、操作アーム（３，３’）の領域および接続要素（２）の
領域に位置されるコンパートメントを備えた流体循環回路の形であり、前記コンパートメ
ントは調整可能な充填レベルに応じて流体を充填させることができる請求項２０に記載の
装置。
【請求項２４】
　２つの操作アーム（３，３’）が可撓性である請求項１～２３のいずれかに記載の装置
。
【請求項２５】
　２つの操作アーム（３，３’）は、接続要素（２）の直径に対して相互に対向して配置
される請求項１～２４のいずれかに記載の装置。
【請求項２６】
　操作アーム（３，３’）に光学マーカが設けられている請求項１～２５のいずれかに記
載の装置。
【請求項２７】
　装置の構成要素の少なくとも幾つかは、単回使用である請求項１～２６のいずれかに記
載の装置。
【請求項２８】
　装置はクリーニングすることができ、クリーニング後に少なくとも１回再使用すること
ができる請求項１～２６のいずれかに記載の装置。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれかに記載の内視鏡支持装置（１）、および操作アーム（３，３
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’）の方位決め手段および／または支持装置（１）の拡張手段の作動用の手段を含む内視
鏡検査キット。
【請求項３０】
　請求項１～２８のいずれかに記載の内視鏡支持装置（１）、ならびに内視鏡（８）およ
び／または少なくとも１つの外科機器（９または１０）を含む内視鏡検査キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡検査に使用することのできる装置に関する。
【０００２】
　本発明は、さらに詳しくは、内視鏡および関連外科器具の正確な生体内配置を可能にす
るように意図された内視鏡装置または内視鏡支持体に関する。
【０００３】
　しかし、本発明の装置は、当業熟練者によく知られている内視鏡以外のビューイングシ
ステムにも適応させることができる。
【背景技術】
【０００４】
　内視鏡治療は、過去２０年間にわたってかなり発達してきた。経口的または経肛門的に
行われる内視鏡治療は、腹壁を開くかあるいは腹膜腔に通路を形成する必要なく、「内視
鏡」と呼ばれる機器によって消化管の内部に直接アクセスすることを可能にし、かくして
患者の快適さを向上し、患者の罹患率を低減する。
【０００５】
　さらに詳しくは、内視鏡は従来、光学チャネルと、生体内で、すなわち患者の体内で処
置すべき標的（腔）領域で外科的処置を実行することを視野に入れて、１つ以上の外科器
具を導入することを可能にする、１つ以上の操作チャネルとを備えた、可撓管の形を取る
。
【０００６】
　しかし、内視鏡に平行する操作チャネルのそのような配置は、外科器具間および内視鏡
に対するその空間的移動を著しく制限し、この問題の効果的な解決策が望まれる。
【０００７】
　文献ＵＳ－Ｂ１－６５３２５０３は、内部に観察装置が挿入される挿入ゾーンが設けら
れた内視鏡と、中に外科器具が挿入される少なくとも２つの挿入アームとを備えた、外科
用内視鏡装置を提示しており、前記装置は、内視鏡の挿入ゾーンの軸線に略直角となる方
向の内視鏡の挿入ゾーンと、第１挿入アームおよび第２挿入アームとの間の距離のうちの
どちらかを変動させる位置決め装置を追加的に備える。この位置決め装置は、膨張可能な
バルーンの形または伸縮自在の「籠」の形を取ることが好ましい。
【０００８】
　しかし、この解決策では、外科器具の空間的移動は依然としてかなり拘束される。
【０００９】
　文献ＵＳ－Ｂ１－６１７９７７６は、内視鏡に結合することができ、かつ内視鏡に係合
することのできる可撓性シースの形を取る装置を記載している。このシースは、内視鏡を
基本的にその全長にわたって包封するような長さを有する。装置にはシースの壁に沿って
延在する管腔が設けられ、その遠端に外科器具を固定することができる。装置は、装置を
患者の体内に挿入する前に、内視鏡に接続される。内視鏡に接続された装置が制御手段の
作用により生体内のその標的部位に到達すると、管腔の遠端を偏向することができ、その
程度は調整され、それによって処置すべき部位に対する外科器具の位置および方位を定め
ることが可能になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明は、内視鏡用および前記内視鏡に結合された外科器具用の位置決め装置および／
または方位決め装置を備えた装置であって、前記外科器具の相互同士および前記内視鏡に
対する正確な位置決めおよび／または方位決めを可能にする装置を提供することを目的と
する。
【００１１】
　特に、本発明は、外科器具の腔内挿入（経口または経肛門のいずれか）のみならず、消
化管の内腔にも適合する装置を提供することを目的とする。
【００１２】
　したがって、本発明は、特にこれらの外科的機器を消化管の内腔に配置するために充分
な寸法的および機械的安定性を提供する装置を利用可能にすることを目的とする。
【００１３】
　本発明の別の目的は、患者の体内における消化管以外の標的部位に、かつ特に腹腔内、
例えばすい臓に位置する標的部位における外科器具の生体内配置を可能にする装置を提供
することである。
【００１４】
　したがって、本発明に係る装置は、多種多様な外科的処置を経管腔的に実行することを
可能にし、したがって患者の快適性を高める。
【００１５】
　本発明の別の目的は、広範囲の外科器具および内視鏡に適応させることのできる装置を
提供することである。
【００１６】
　本発明は、内視鏡以外の広範囲のビューイングシステムに適応させることのできる装置
を提供することを目的とする。
【００１７】
　本発明はまた、最大限の安全性を保証しながら、使用および保守が容易である装置を提
供することをも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、内視鏡に接続するための接続リングと、前記接続リングに取り付けられる少
なくとも２つの操作アームとを備えた内視鏡支持体であって、操作アームの各々に少なく
とも１つの外科器具を挿通させることができ、前記操作アームの各々が少なくとも第１の
回転自由度を有し、それに従って操作アームの各々を相互に独立して方向付けることがで
きるように構成された内視鏡支持体に関する。
【００１９】
　さらに詳しくは、本発明は、展開可能な内視鏡装置または支持体において、
‐内視鏡に接続するための接続リングであって、前記装置または前記支持体の展開位置で
、高さが直径より小さくなるように構成されかつ前記リングを内視鏡の遠端に接続できる
ような中心開口を有する要素に対応する接続リングと、
‐前記接続リングに取り付けることのできる少なくとも２つのガイド手段または操作アー
ムであって、前記操作アームの各々が少なくとも１つの外科器具を受容することができ、
かつ外科器具が前記アームに固定されるときに、後者が前記外科器具に空間内で少なくと
も２次元の変位をもたらすことができるように、他方のアームとは独立して同一の第１方
位面内で少なくとも回転２自由度で方位を定めることができるように構成された、ガイド
手段または操作アームと、
‐前記ガイド手段または操作アームをそれらの自由度で方位を定めるように設計された方
位決め手段と、
‐前記内視鏡装置または支持体を非展開位置から展開位置に転換するための拡張手段と、
を備えた、内視鏡装置または支持体に関する。
【００２０】
　したがって、本発明に係る装置は展開可能であるという特徴を有し、さらに詳しくはそ
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の接続リングが展開可能である。
【００２１】
　第１方位面は、前記操作アームの２つの主軸線によって画定されることが好ましい。
【００２２】
　前記アームの各々が第３の回転自由度を有し、したがって前記アームの各々が第２方位
面でこの自由度で方位を定めることができることが好ましい。
【００２３】
　操作アームの第２方位面は、前記操作アームの主軸線、および第１方位面に略直角の軸
線に対応する第２軸線によって画定されることが好ましい。
【００２４】
　前記アームの各々はさらに、前記アームの主軸線に沿った平行移動自由度に対応する平
行移動自由度を有することが好ましい。
【００２５】
　前記アームの各々はさらに、前記アームの主軸線に沿った回転自由度に対応する回転自
由度を有することが好ましい。
【００２６】
　装置の拡張手段は少なくとも部分的に接続リングの領域に位置することが有利である。
【００２７】
　接続リングは、内視鏡への遠隔接続のための手段を備えることが特に有利である。
【００２８】
　内視鏡への接続のための手段および装置の延長手段は同一であることが好ましい。
【００２９】
　本発明に係る装置は、その展開位置にあって、作動していないときに、生体内で装置が
最大限の寸法的および機械的安定性をもたらす体積として生体内で画定される最大限の体
積を有することが好ましい。
【００３０】
　前記装置は、その展開位置にあって、作動していないときに、前記装置が非展開位置に
あるときの最小体積より少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２０％、好ましくは少
なくとも３０％、好ましくは少なくとも４０％、好ましくは少なくとも５０％、好ましく
は少なくとも６０％、好ましくは少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０
％、少なくとも１００％、少なくとも２００％、少なくとも３００％、少なくとも５００
％、少なくとも１０００％、少なくとも２０００％大きい生体内最大体積を有することが
好ましい。
【００３１】
　その展開位置にあって、装置が作動していないときに、操作アームはリングの面に対し
略垂直に向けられ、かつ相互に略平行であることが有利である。
【００３２】
　好ましくは、本発明に係る装置は、方位決め手段の作動および／または拡張手段の作動
を制御するための手動または自動作動または制御手段に結合することができる。
【００３３】
　第１の好適な実施形態では、接続リングは可撓性膜および接続ケーブルと呼ばれるケー
ブルを備え、装置の非展開位置で各リングは折り畳まれ、かつ前記装置の展開位置で展開
される。
【００３４】
　好ましくは、拡張手段は前記接続ケーブルおよび折返しケーブルと呼ばれるケーブルを
備え、前記拡張手段は剛性ガイドによって作動することができる。
【００３５】
　第２の好適な実施形態では、内視鏡に接続するための接続リングは、主軸線を持つ剛性
構造の形である。
【００３６】
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　好ましくは、支持体の拡張手段は、前記リングをその主軸線を中心に特定の角度だけ枢
動させることのできる枢動装置に対応する。
【００３７】
　第１の好適な実施形態および第２の好適な実施形態では、方位決め手段は、操作アーム
の領域に配置される１組のケーブルを備え、動くように作動させることができる。
【００３８】
　第３の好適な実施形態では、内視鏡に接続するための接続リングは膨張可能な膜の形で
あり、リングは装置の非展開位置では膨張せず、装置の展開位置で膨張する。
【００３９】
　好ましくは、この実施形態では、操作アームの方位決めのための手段は、リングの領域
に位置されかつ調整可能な充填レベルに応じて流体を充填させることのできるコンパート
メントを少なくとも備えた、流体循環回路の形である。
【００４０】
　好ましくは、操作アームの方位決め手段は、操作アームの領域に位置されかつ調整可能
な充填レベルに応じて流体を充填させることのできるコンパートメントを少なくとも備え
た、流体循環回路の形である。
【００４１】
　操作アームの方位決め手段は、操作アームの領域および接続リングの領域に位置される
コンパートメントを備えた流体循環回路の形であり、前記コンパートメントは調整可能な
充填レベルに応じて流体を充填させうることが好都合である。
【００４２】
　本発明では、２つの操作アームが可撓性であることが好ましい。
【００４３】
　本発明では、２つの操作アームは、接続リングの直径に対して相互に対向して配置され
ることが好ましい。
【００４４】
　操作アームには光学マーカを設けることが好ましい。
【００４５】
　装置の要素の少なくとも幾つかは、単回使用であることが好ましい。
【００４６】
　代替的に、装置はクリーニングすることができ、クリーニング後に少なくとも１回再使
用することができる。
【００４７】
　本発明はまた、本発明に係る内視鏡装置または支持体、および操作アームの方位決め手
段および／または支持体の拡張手段の自動作動用の手段または手動作動用の手段を含む、
内視鏡検査キットにも関する。
【００４８】
　本発明はまた、本発明の先行する請求項の内視鏡装置、ならびに内視鏡および／または
少なくとも１つの外科機器を含む、内視鏡検査キットにも関する。
【００４９】
　本発明はまた、患者の体内の特定部位で外科処置を実行するための方法であって、
‐先行請求項のいずれか１項に記載の装置の様々な要素が組み立てられるステップと、
‐前記装置が、非展開位置にあるときに、経管腔的に処置すべき特定部位まで患者の体内
に挿入されるステップと、
‐装置が拡張手段の助けを借りて生体内で展開されるステップと、
‐内視鏡が生体内で前記内視鏡の遠端を介して前記装置に接続され、接続が行われる前記
内視鏡の遠端の高さを設定するステップと、
‐１つまたはそれ以上の外科器具が１つまたはそれ以上のガイド手段または操作アームに
固定されるステップと、
‐そのような外科的処置が、次に操作アームの空間での生体内方位、および結果的には前
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記器具の空間的変位を、前記操作アームの前記方位決め手段を介する制御によって、作動
装置の制御下で実施されるステップと、
‐必要ならば、処置中に、内視鏡の方位が処置される部位に対して変動され、内視鏡装置
の操作アームの外科器具が変動されるステップと、
‐ひとたび処置が完了すると、外科器具が内視鏡装置から取り外され、前記内視鏡装置お
よび内視鏡が生体内で拡張手段の制御下で切り離され、内視鏡装置が生体内で展開位置か
ら非展開位置に転換され、内視鏡装置が患者の体内から取り出されるステップと、
を含む方法にも関する。
　好ましくは、処置の最後に内視鏡は切り離され、次いで分解され、あるいは再使用のた
めにクリーニングされる。
【００５０】
定義
　本発明では、用語「位置決め」および「方位決め」は相互に関連することに留意された
い。
【００５１】
　したがって、本発明では、操作アームの位置および／または方位は、空間座標の正確な
組に対応することを理解しなければならない。
【００５２】
　また、本発明の説明では、本発明に係る内視鏡支持体は、内視鏡および外科器具を患者
の消化管内の特定の高さに位置決めおよび／または方位決めし、かつ、ひとたびこの高さ
が設定されると、操作アームおよび外科器具の位置および／または方位を正確に適応させ
ることを可能にすることをも理解されるであろう。
【００５３】
　本発明で使用される場合のシステムの「自由度」の概念は、機械学の熟練者によって一
般的に使用されるそれに一致し、回転自由度および平行移動自由度の両方を先験的に指定
する。
【００５４】
　支持体の「接続位置」の概念は、それを内視鏡に接続することのできる支持体の特定の
構成である。支持体のこの接続位置はそれ自体、支持体の接続リングの特定の構成に対応
する。
【００５５】
　基本的に接続リングと操作アームとを備える、本発明に係る内視鏡装置または支持体は
、「展開可能」である。つまり、それは展開する能力を有する。
【００５６】
　説明の残部では、用語「操作アーム」および「ガイド手段」は同等である。表現「ガイ
ド手段」とは操作アームの機能を指し、それは、これらのアームに固定された外科器具の
空間移動を案内するかまたは達成する。
【００５７】
　したがって、操作アームは、外科器具を支持するため、および案内するための両方に使
用される。各操作アームは、１つまたはそれ以上の外科器具を受容することができ、かつ
形状、大きさ、重量、構成等の異なる広範囲の外科器具に適応させることができる。
【００５８】
　説明の残部では、用語「内視鏡に接続するための接続リング」または「接続リング」ま
たは「リング」は同等であり、その特徴の１つとして、内視鏡装置が展開されたときにそ
の高さが直径より小さくなる、内視鏡装置の要素に対応する。
【００５９】
　本発明に係る内視鏡装置または支持体の用語「展開」とは、前記装置または前記支持体
を拡開する動作を意味する。この拡開とは、支持体をその中に閉じ込めることができ、か
つ展開前には最小限の体積が生体内で少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２０％、
好ましくは少なくとも３０％、好ましくは少なくとも４０％、好ましくは少なくとも５０
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％、好ましくは少なくとも６０％、好ましくは少なくとも７０％、少なくとも８０％、少
なくとも９０％、少なくとも１００％、少なくとも２００％、少なくとも３００％、少な
くとも５００％、少なくとも１０００％、少なくとも２０００％増大させることである。
【００６０】
　仏国の優先権出願ＥＰ０４４４７１４４．９では、用語「展開」および「折畳み開放」
は、互換可能に使用されている。しかし、正確を期すために、本発明では、用語「展開」
は、機械的効果による装置の拡開を指す用語「折畳み開放」、および水圧および／または
気圧効果による装置の拡開を指す用語「膨張」を包含するとみなす。
【００６１】
　用語「展開」は、本発明に係る装置の実際の特性により近いので、より適切である。こ
の理由から、本発明の説明は用語「展開」を使用する。
【００６２】
　仏国優先権出願ＥＰ０４４４７１４４．９で、用語「非展開」および「折畳み」は、互
換可能に使用されている。しかし、正確を期すために、本発明では、用語「非展開」は、
機械的効果による装置の非拡開を指す用語「折畳み」、および水圧および／または気圧効
果による装置の非拡開を指す用語「非膨張」を包含するとみなす。
【００６３】
　用語「非展開」は、本発明に係る装置の実際の特性により近いので、より適切である。
この理由から、本発明の説明は用語「非展開」を使用する。
【００６４】
　本発明に係る支持体の場合、非展開位置は、支持体の輪郭がその中に閉じ込められる体
積が最小限になる位置に対して定義される。
【００６５】
　この最小体積は、使用の特定の制約条件を考慮するために算出される。さらに詳しくは
、この最小体積は、支持体を経管腔的に、例えば食道を通して患者の体内に挿入すること
を可能にするために、算出される。
【００６６】
　この同じ支持体に対し、展開位置は、支持体の輪郭がその中に閉じ込められる体積が、
非展開位置における支持体の最小体積の少なくとも１１０％、好ましくは少なくとも１２
０％、好ましくは少なくとも１３０％、好ましくは少なくとも１４０％、好ましくは少な
くとも１５０％、好ましくは少なくとも１６０％、好ましくは少なくとも１７０％、少な
くとも１８０％、少なくとも１９０％、少なくとも２００％、少なくとも３００％、少な
くとも４００％、少なくとも５００％、少なくとも１１００％、少なくとも２１００％を
表わす位置に対して定義される。この最大体積は、支持体が生体内で展開されたときの体
積に対応する。展開位置で、本発明に係る支持体は立体配座的かつ機械的安定性を有する
ので、操作アームは、処置すべき部位に対する外科器具の空間での生体内変位を誘導し、
かつ完全に安全にそうすることができる。装置のこの安定性は、実際には、操作アームが
あたかも外科医の手の代用物であるかのように働くほどである。
【００６７】
　しかし、展開位置における支持体のこの体積は、支持体の意図された用途に適合しなけ
ればならず、特に、体内で処置すべき部位の大きさおよび形状に適応させなければならな
い。この部位は例えば胃とすることができるが、患者の体内の他の部位も考慮することが
でき、当業熟練者はこれらの部位の性質に応じてそれを容易に適応させるであろう。
【００６８】
　支持体の非展開位置から展開位置への転換、およびその逆の支持体の展開位置から非展
開位置への展開は、それ自体手動または自動とすることのできる作動手段の制御下にある
、「拡張手段」によって行われる。
【００６９】
　本発明の説明で使用する場合の「拡張手段」の概念は、仏国優先権出願ＥＰ０４４４７
１４４．９にある「折畳み／開放装置」の概念と同等であることに留意されたい。
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【００７０】
　したがって、本発明に係る支持体の展開は可逆性を有することを理解しなければならな
い。
【００７１】
　装置の拡張手段は様々なタイプとすることができる。それらは特に、水圧式、気圧式、
または機械式とすることができる。
【００７２】
　この文脈で、さらに、本発明の説明で使用する場合の「作動手段」の概念は、仏国優先
権出願ＥＰ０４４４７１４４．９にある「作動装置」の概念と同等であることに留意され
たい。
【００７３】
　支持体は、それが展開位置にあるときにだけ、内視鏡に接続することができる。
【００７４】
　支持体のこの展開位置で、内視鏡アパーチャまたは穴とも呼ばれるリングの中心開口は
、装置を内視鏡の遠端に接続するのに適合する形状および大きさを有する。
【００７５】
　この接続は、遠隔的に行うことができるという際立った特徴を有する。この理由から、
接続は新規の方法で生体内で行なうことができる。
【００７６】
　内視鏡への接続は、リングの一部である遠隔接続装置によって達成される。
【００７７】
　「遠隔」接続の概念は、生体内で、つまり患者の体内で、より正確には本発明に係る支
持体が処置すべき部位に到達した後で接続されるリングの、およびしたがって本発明に係
る支持体の際立った能力を反映する。この技術的特徴は、内視鏡への接続を必然的に患者
の体外で行わなければならない文書ＵＳ－Ｂ１－６３５２５０３のような先行技術に記載
された多くの他の内視鏡装置から、本発明に係る支持体を区別する。
【００７８】
　これらの接続手段は、特定の機械的手段、例えばクリップとすることができ、あるいは
他の機能を実行するリングの特定要素の働きによって間接的に得ることができる。したが
って、膨張可能な形の支持体では、接続手段は、装置を患者の体内に挿入する前にリング
内を循環する流体により内視鏡アパーチャまたは穴の周りに働く圧力によって得ることが
できる。
【００７９】
　これらの接続手段、およびより一般的には展開位置のリングの構成は、内視鏡の最大限
の可撓性を維持しながら、リングと内視鏡との間の接触面を最適化するように設計される
。
【００８０】
　加えて、本発明に係る内視鏡支持体、およびより特定的には接続手段は、軸方向ビュー
イングおよび側方ビューイングの両方のために、市販されているあらゆるタイプの内視鏡
に接続することができる。内視鏡支持体は、形状、大きさ、重量、構成等の異なる広範囲
の内視鏡に適応させることができる。
【００８１】
　さらに一般的には、内視鏡支持体は、形状、大きさ、重量、構成等の異なる広範囲のビ
ューイングシステムに適応させることができる。
【００８２】
　また、本発明に係る内視鏡支持体、およびより特定的には接続手段、リングの中心開口
、およびリングの寸法は、内視鏡への支持体の接続を、接続の際に内視鏡の可撓性につい
て妥協することなく、この内視鏡の遠端に沿って様々な高さで達成することができること
も留意されたい。
【００８３】
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　用語「内視鏡の遠端」は、この内視鏡の掛止可能な端部、すなわちレバーのような制御
手段によって作動させることのできる端部を含む内視鏡のゾーン、および約５ｃｍから約
１０ｃｍ上流のゾーンと理解される。
【００８４】
　装置を内視鏡に接続するための手段および拡張手段は同一とすることができる。
【００８５】
　本発明によると、装置の操作アームは接続リングに「取付け可能」である。
【００８６】
　換言すると、本発明に係る装置では、操作アームは接続リングに取り付けられることも
取り付けられないこともあるが、いずれの場合においても、それらは、前記リングに「取
り付けられる」能力を有する。
【００８７】
　操作アームは、方位決め手段によって方向付けられるのに充分に可撓性である。
【００８８】
　本発明の説明で使用する場合の「拡張手段」の概念は、仏国優先権出願ＥＰ０４４４７
１４４．９にある「方位決め装置」の概念と同等であることに留意されたい。
【００８９】
　拡張手段と全く同様に、これらの方位決め手段は様々なタイプとすることができる。そ
れらは特に、水圧式、気圧式、または機械式とすることができる。
【００９０】
　拡張手段と全く同様に、操作アームの方位決め手段は、手動または自動タイプの作動手
段によって作動させることができる。
【００９１】
　支持体について、「動作していないときの支持体の展開位置」は、支持体を内視鏡に接
続することができ、かつ作動手段が機能しない、すなわち操作アームが動かない展開位置
と定義されることに留意されたい。この展開位置は、操作アームがリングの面に対して略
垂直に向けられ、かつ相互に略平行である、操作アームの静止位置に対応する。
【００９２】
図面の簡単な説明
　第１の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の第１態様を、図１ａ、図１ｂ、
図２ａ、図２ｂ、図３ａ、および図３ｂに示す。
　図１ａおよび図１ｂは、本発明のこの第１の好適な実施形態に係る内視鏡支持体の展開
位置における概略図を示す。
　図２ａ～図２ｂは、この同一内視鏡支持体の内視鏡がこの支持体に接続された状態の２
つの異なる図を示す。
　図３ａおよび図３ｂは、本発明に係る支持体のこの第１の好適な実施形態で内視鏡に接
続するための接続リングの詳細を示す２つの異なる図を示す。
　図４ないし図１０は、図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置
き換えられた、この第１の実施形態の別の態様を示す。図４（概略図）および図５（上か
ら見た接続リングの詳細）は、内視鏡が無く、非展開位置にある支持体に対応する。
　図６ないし図１０は、展開位置にありかつ内視鏡に接続されたときのこの同じ支持体の
異なる概略図および詳細図を示す。
　図２３は本発明に係る内視鏡支持体の第２の好適な実施形態を示す。
　図１１ないし図２２は第３の実施形態を図１１ないし２２に示す。
　さらに詳しくは、図１１ないし１３は、本発明のこの第３の好適な実施形態に係る内視
鏡支持体または装置の第１構成に関する。
　図１１は、非展開位置にある本発明の第３の好適な実施形態のこの構成に係る支持体を
示す（左側は正面図、右側は平面図）。
　図１２は、展開位置にある同じ支持体を示す（左側は正面図、右側は平面図）。
　図１３は、内視鏡および外科器具をこの支持体にいかにして接続することができるかを
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示す。
　図１４ないし１９もまた、この第３の実施形態に関する。図１１ないし１３に比較して
、それらは３次元（図１４、１５、１８、１９）または２次元（図１６、１７）の支持体
の改良モデルに対応する。
　図１４ないし１７では、支持体は展開されているが、内視鏡に接続されていない。
　図１８および１９では、支持体は展開され、かつ内視鏡に接続されている。
　図１５ないし１８はこの実施形態の接続リングの構造を示していることに注目されたい
。
　図２０ないし２２は、本発明の第３の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の
第２構成に関係する。この構成は、操作アームが少なくとも部分的に湾曲している点で、
第１構成とは異なる。図２０および２２では、支持体は展開位置にあり、かつ内視鏡に接
続されている。
　図２１では、支持体は展開されているが、内視鏡に接続されていない。
　図２２はまた、操作アームの領域におけるポケットまたはコンパートメントの存在をも
示し、これらは前記アームの方位決めの手段の形成に役立つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９３】
　第１の好適な実施形態‐第１構成
　本発明に係る操作支持体の第１の好適な実施形態の１例が、図１ａ～１ｂ、図２ａ～２
ｂ、図３ａ～３ｂに示されている。
【００９４】
　内視鏡支持体１は、内視鏡に接続するために設計された接続リングまたは接続インタフ
ェース２、および好ましくは剛性である取付け手段１７によって前記接続リング２に取り
付けられる２つの操作アーム３、３’を備える。
【００９５】
　操作アーム３、３’は可撓管の形を取り、様々な形状の外科用具または器具を挿通させ
ることができるように構成された少なくとも１つの内腔またはチャネルを含む。
【００９６】
　内視鏡支持体１は少なくとも２つの位置、すなわち前記支持体を（経管腔と呼ばれ、つ
まり口または肛門を介する）自然な経路で患者の体内に導入することができるように前記
支持体の最小体積に対応する非展開位置と、内視鏡への接続位置、つまり内視鏡を支持体
に接続することのできる位置に対応する展開位置とを有する。この位置は、支持体がひと
たびその標的、例えば胃に到達すると、支持体を適応させることのできる位置である。
【００９７】
　支持体１の拡張手段は、この目的のために設けられる（以下参照）。
【００９８】
　支持体の接続位置で、接続リング２は展開される一方、支持体の非展開位置では、この
リング２は折畳まれる。
【００９９】
　この第１の好適な実施形態では、接続リング２は、「接続ケーブル」６と呼ばれる少な
くとも１つのケーブルと共に、支持体１の接続位置におけるリング２の形状に寄与する可
撓性部材５を備える。
【０１００】
　接続リング２はまた「折返しケーブル」７と呼ばれる少なくとも１つのケーブルをも備
え、それによりリング２は、支持体１が接続位置（展開）から非展開位置に移動するとき
に、折り畳むことができる。
【０１０１】
　折返しケーブル７および接続ケーブル６は併せて、リング２およびしたがって支持体１
の拡張手段を形成する。この装置（６、７）は、好ましくは操作アーム３および３’の領
域に配置される、金属または他の材料から作られた剛性ガイド４によって作動させること
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ができるが、この目的のために他の同等の手段を設けることもできる。
【０１０２】
　拡張手段の折返しケーブル７および接続ケーブル６の移動の作動（動作の開始）は、前
記剛性ガイドを介して、制御手段によって手動的にまたは自動的に制御される。
【０１０３】
　支持体１の静止位置で、２つのアーム３および３’は相互に略平行に、かつ接続リング
２の面に対して略垂直に向けられる。
【０１０４】
　加えて、２つのアーム３および３’は、リング２の直径に対して相互に対向して配置さ
れる。
【０１０５】
　操作アーム３および３’は、装置および特に操作アームの生体内可視化を可能にするた
めに、当業熟練者には周知である光学マーカ（図示せず）を設けることが好都合である。
【０１０６】
　これらの光学マーカは、例えば、操作アームに沿って規則的な間隔で、例えば操作アー
ムの最後の１０ｃｍの部分に１ｃｍ毎に配設される放射線不透過性帯片の形を取ることが
できる。
【０１０７】
　本発明の重要な態様によると、操作アーム３および３’の各々は、それぞれ少なくとも
２自由度α，γおよびα’，γ’を有し、それはそれぞれ前記操作アーム３および３’の
２つの主軸ＢおよびＢ’によって画定される第１方位面における２つの回転に対応する。
操作アーム３および３’の各々は、方位決め装置によって、この第１面で特定の角度αお
よびγ（アーム３）またはα’およびγ’（アーム３’）だけ、かつ独立して、方向付け
る（傾ける）ことができる。
【０１０８】
　換言すると、アーム３および３’は、この方位決め装置によって、空間で少なくとも２
次元的に相互に独立して方向付けることができる。
【０１０９】
　この第１の好適な実施形態では、操作アーム３、３’の方位決めのための装置（位置決
め装置とも呼ばれる）は、一方では１組のケーブル１５、２５、他方ではケーブル１６、
２６を含み、これらのケーブルはそれぞれ操作アーム３および操作アーム３’の領域に配
置される（操作アーム３および３’の各々における２系列のケーブルは、反対方向の変位
を可能にする）。これらのケーブルは、作動手段とも呼ばれる手動または自動制御手段を
介して作動させることができる。
【０１１０】
　一般的に、操作アーム３および３’の方位は、内視鏡支持体が内視鏡に接続されるとき
に、操作アームが内視鏡によってもたらされる視程を遮らないように、方位決め手段によ
って調整される。
【０１１１】
　方位決め手段は、使用条件下で、外科器具９、１０が前記アーム３および３’に固定さ
れたときに前記外科器具９、１０が常に相互に向き合うように、角度値α、γ、α’、γ
’でアーム３および３’を方向付けるように設計されることに留意されたい。
【０１１２】
　各々の操作アーム３および３’はさらに、一方で前記操作アーム３または３’の主軸Ｂ
またはＢ’によって、他方で上で画定された第１方位面に対して直角の軸に対応する第２
軸ＤまたはＤ’によって画定される、第２方位面の回転に対応する別の自由度（第３の自
由度）を持つことが特に有利である。（図１ｂに示すように、ＣＢＤおよびＣ’Ｂ’Ｄ’
は各々２つの矩形３面体である）。操作アーム３および３’の各々は、方位決め装置によ
ってこの第２方位面で特定の角度ωまたはω’だけ、かつ独立して、方向付ける（傾ける
）ことができる。
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【０１１３】
　この目的のために、操作アーム３、３’の方位決めのための手段は、操作アーム３およ
び３’の領域にそれぞれ配置された追加のケーブル３５、４５等、および３６、４６等（
図示せず）を含み、特にこれらの角度ωおよびω’によって画定される第２方位面でアー
ム３および３’を方向付けるように、機械的または自動制御手段によって動作を開始する
ことができる。
【０１１４】
　換言すると、アーム３および３’は、方位決め手段によって、空間で少なくとも３次元
的に相互に独立して方向付けることができる。
【０１１５】
　外科器具９および１０の移動性を独立して高めるために、他のケーブルを追加すること
もできる。
【０１１６】
　操作アーム３および３’はまた、さらに高い精度でそれらを方向付けることを可能にす
る他の自由度を備えることもできる。したがって、アーム３および３’をそれらの主軸線
に沿って相互に独立して平行移動して方向付けることもできるように意図することができ
、かつ方位決め手段をこの目的のために適応させることができる。
【０１１７】
　また、操作アームが（それらのそれぞれの主軸線を中心に）方向転換できるように計画
することもできる。
【０１１８】
　実際には、本発明に係る操作支持体を使用するときに、外科医は次のように進めること
ができる。
【０１１９】
　非展開位置の操作支持体１は、経管腔的に、例えば口を介して患者の消化管内に導入さ
れる。ひとたび操作支持体が処置される標的、例えば胃または食道に到達すると、外科医
は手動でまたは自動的に、拡張手段の作動を介して、支持体１の展開を制御する。展開さ
れていなかった接続リング２は次いで展開される。さらに詳しくは、接続ケーブル６が作
動し、可撓性膜５と共に、そのオリフィスまたは穴１１を持つ接続リング２を形成する。
支持体１は次いで、その静止位置または平衡位置に着く。
【０１２０】
　内視鏡８は次いで、接続リングのアパーチャ１１内に挿入され、外科器具９および１０
は操作アーム３および３’にそれぞれ挿入される。
【０１２１】
　次いで方位決め手段は、今度は手動または自動制御手段を介して、操作アーム３および
３’を空間で少なくとも２方向（それぞれ角度α，γおよびα’，γ’）、または空間で
３方向（一方で角度α，γおよびα’，γ’、他方でωおよびω’、アーム３および３’
の平行移動の可能性あり）に移動開始させるように作動する。その結果、処置すべき標的
および内視鏡８に対して、外科器具９および１０それぞれが正確に位置決めされる。
【０１２２】
　内視鏡支持体はさらに、制御手段の作動により、操作アーム３および３’内での平行移
動およびそれらの軸線を中心とする回転による外科器具９および１０の方向付けを可能に
するように設計することができる。
【０１２３】
　ひとたび器具がこのようにして正確に位置決めされると、外科処置を開始することがで
きる。処置中に、制御手段は、いつでも操作アーム３、３’およびしたがって外科器具９
、１０の３Ｄ位置を調整する目的のために、方位決め手段を作動させることができる。
【０１２４】
　問題が発生した場合にいつでも、処置を中断し、かつ必要ならば操作支持体１、内視鏡
、および外科器具を素早く切り離すことができるように、アラーム手段をはじめとする安
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全システムをさらに設けることができる。
【０１２５】
　ひとたび外科処置が完了すると、内視鏡８および外科器具９、１０は操作支持体１から
取り外され、前記支持体を折り畳むために拡張手段が再び作動する。こうして非展開位置
に着いた支持体１は、次いで患者の体内から取り出すことができる。
【０１２６】
　内視鏡支持体１の構成および寸法は、それらがその用途に適合するように作られること
に注目されたい。換言すると、支持体の様々な要素を製造するために用いられる材料は、
シリコーン、ＰＴＦＥ、ＰＶＣ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＥＴポリマー、ステンレス鋼、ニチノー
ル、またはチタンのような生態適合性材料の中から選択することができる。
【０１２７】
　接続リング２の大きさ（厚さ、高さｈ、および周囲長）もまた、内視鏡との接触面を最
適化しかつしたがって特に安定した確実な組立体が得られるように、選択される。
【０１２８】
　同様に、本発明に係る内視鏡支持体の製造に関し、様々な要素を製造するために、例え
ば射出、押出し、レーザマーキング、または機械加工など、様々な方法を考慮することが
できる。
【０１２９】
　加えて、これらの様々な要素は、接着剤結合、溶接、例えば超音波溶接、またはサンド
イッチ射出成形のような様々な技術を用いて組み立てることができる。
【０１３０】
　さらに、上述した実施例で、接続リング２およびしたがって支持体１の拡張手段が、金
属または他の材料から作られた剛性ガイド４に接合された１組のケーブルを含む場合、同
一機能を持つ他の装置、例えば内部スライドもしくは外部スライドを持つ装置、または操
作アームの周りに巻回する装置を使用することが可能であることに注目されたい。
【０１３１】
　この実施形態では、可撓性膜５をいずれかの同等の手段、例えば第２構成（以下参照）
で示すように１つまたはそれ以上のケーブルに置換することができる。
【０１３２】
　また、膜５を可撓性ではなく剛性とすることも可能である。
【０１３３】
　第１の好適な実施形態‐第２構成
　図４ないし１０は、図１ａ～３ｂの第１構成と比較して、接続リングの膜がケーブルに
置換されている、この第１実施形態の別の構成を示す。
【０１３４】
　図４（概略図）および図５（接続リングの詳細）は、内視鏡無しで、非展開位置にある
支持体に対応する。
【０１３５】
　図６ないし１０は、展開位置にあり、かつ内視鏡に接続された同じ支持体の様々な概略
図および詳細図を示す。
【０１３６】
　第２の好適な実施形態
　本発明の内視鏡支持体の第２の好適な実施形態を図２３に示す。
【０１３７】
　この第２実施形態では、接続リングまたはインタフェース２は、非展開状態になるよう
に、またはそれとは逆に展開されるように、軸線Ａを中心に好ましくは約９０゜の旋回角
または回転角βだけ旋回できる剛性構造の形を有する。展開位置で、接続リングまたはイ
ンタフェース２は、操作アーム３、３’に対し略直角の主軸線を有する。この位置でリン
グ２に対し北面１３および南面１４を定義した場合、リング２の非展開位置は、北面１３
および南面１４が今度は操作アーム３、３’に平行な面内に位置するようになる、リング
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の位置に対応する。
【０１３８】
　換言すると、内視鏡支持体１が実際に患者の体内に、例えば食道に導入されるときに、
支持体１は展開されず、その結果、接続リングまたはインタフェース２はその北面１３お
よびその南面１４を食道の軸線にさらす。
【０１３９】
　そのような編成の変化をもたらすために、金属または他の材料から作られた剛性ガイド
に接続されたケーブルの助けを借りて、リング２およびしたがって内視鏡支持体１の拡張
手段を設けることができる。
【０１４０】
　第１実施形態の場合と同様に、これらの拡張手段は手動または自動制御手段によって作
動させることができる。
【０１４１】
　第３の好適な実施形態の説明‐第１構成：
　本発明に係る内視鏡支持体の第３の好適な実施形態の第１構成を、図４ないし６に示す
。
【０１４２】
　この構成では、接続リングまたはインタフェース２は、その中心に形状が膜２の膨張の
状態に応じて変動する「内視鏡アパーチャ」１１と呼ばれるアパーチャが設けられた、膨
張可能な構造または膜の形を取る。膜２が充分に膨張すると、内視鏡アパーチャ１１の大
きさは、内視鏡８を（例えば形状係合によって）その中に固定することができるようにな
る。
【０１４３】
　膜２はまた、その厚さ内に、その中を貫通する操作アーム３、３’用の通路をも含み、
膜２の外側に位置する操作アーム３、３’の部分は、それを環境から保護する内視鏡ガイ
ド１８に保持することが好ましい。
【０１４４】
　膜２を膨張させるための様々な手段を考慮することができる。例えば、膨張は、流体の
送達用のチャネルまたはコンパートメント内部に加圧流体（液体または気体）を循環させ
ることによって得ることができる。
【０１４５】
　同様に、操作アーム３、３’の様々な方位決める手段を考慮することができる。例えば
、加圧流体（液体または気体）を受容することができ、かつ操作アーム３、３’により大
きい力またはより小さい力が働き、したがって３次元におけるそれらの位置、およびした
がって外科器具９、１０の１つの位置が調整されるように膜２の内部に形成された、１つ
またはそれ以上のチャネルまたはコンパートメント２０を膜に設けることができる。
【０１４６】
　したがってこれらの場合、支持体１およびさらに詳しくは接続リングまたはインタフェ
ース２は、流体の外部供給源に接続しなければならない。
【０１４７】
　図１４ないし１９もまた、第３実施形態のこの構成に関係する。図１１ないし１３と比
較して、これらは３次元（図１４、１５、１８、１９）または２次元（図１６、１７）の
支持体の改良モデルに対応する。図１４ないし１７で、支持体は展開されているが、内視
鏡に接続されてはいない。図１８および１９では、支持体は展開され、かつ内視鏡に接続
されている。
【０１４８】
　図１５ないし１８は、この実施形態の接続リングの構造を示していることに留意された
い。
【０１４９】
　第３の好適な実施形態の説明‐第２構成：



(17) JP 4815435 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

　図２０ないし２２は、本発明の第３の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の
第２構成に関する。この構成は、操作アームが少なくとも部分的に湾曲している点が、第
１構成とは異なる。図２０および２２で、支持体は展開位置にあり、かつ内視鏡に接続さ
れている。図２１では、支持体は展開されているが、内視鏡に接続されていない。図２１
はまた、操作アームの領域におけるポケットまたはコンパートメント２１の存在をも示し
、これらは前記アームの方位決め手段を形成するのに役立つ。
【０１５０】
　支持体１の他の代替実施形態、例えばハーフリングを持つ支持体を設けることができる
。
【０１５１】
　本発明に係る内視鏡支持体の利点
　上に示した通り、本発明に係る内視鏡支持体では、操作アーム３、３’の方位決めのた
めの手段のおかげで、内視鏡の視野内に可変傾斜角で外科用具を正確に位置決めすること
が可能になり、したがって外科的アクセスがより容易になる。
【０１５２】
　加えて、操作アーム３、３’が比較的可撓性である限り、本発明に係る内視鏡支持体は
、角のある（直線状でない）外科用具をはじめ、多種多様な形状の外科用具と共に使用す
ることができる。
【０１５３】
　本発明に係る内視鏡支持体の別の利点は、それが外科用具または内視鏡に取り付けられ
ないことである。したがって、その設計は、あらゆるタイプの内視鏡および外科用具に適
応させることができることを意味する。また、内視鏡だけでなく、あらゆるタイプのビュ
ーイングシステムにも適応させることができる。
【０１５４】
　内視鏡支持体は単回使用とするように設計することが有利であるが、これは、もし前記
支持体が再使用されるように設計された場合には、そのメンテナンスが単純さならびに必
要なコストおよび時間の両方の点から容易にされるということを意味する。
【０１５５】
　加えて、本発明に係る支持体は、外科医が手術中に生体内でビューイングシステムを交
換する能力を有するものである。したがって、外科医は支持体を例えば最初に側方向ビュ
ーイング用の内視鏡に接続するように適応させることができ、次いで彼は手術中にこの内
視鏡を交換し、それを軸方向ビューイング用の内視鏡に置き換え、あるいはその逆のこと
を行なうことができる。
【０１５６】
　さらに、支持体は、外科医が内視鏡が支持体に接続される高さを生体内で容易に変更す
ることができるものであり、それによって外科医の可視性を妥協することなく、それによ
って内視鏡は最大限の柔軟性を持つ。
【０１５７】
　本発明に係る器具の潜在的な医療用途は多数存在し、特に消化管逆流、病的肥満、胃腫
瘍の切除、消化器系の様々な構造間の動静脈吻合の形成のような疾患の治療、およびその
他の用途に関する。
【０１５８】
　結論として、本発明に係る器具はしたがって、介入性内視鏡治療と関連する縫合、正確
な切開、および切除のような外科的処置の実行を容易にするために、外科医が自由に使え
る技術的ツールと理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１ａ】本発明のこの第１の好適な実施形態に係る内視鏡支持体の展開位置における概
略図を示す。
【図１ｂ】本発明のこの第１の好適な実施形態に係る内視鏡支持体の展開位置における概
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【図２】図２ａ～図２ｂは、この同一内視鏡支持体の内視鏡がこの支持体に接続された状
態の２つの異なる図を示す。
【図３】図３ａおよび図３ｂは、本発明に係る支持体のこの第１の好適な実施形態で内視
鏡に接続するための接続リングの詳細を示す２つの異なる図を示す。
【図４】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図５】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図６】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図７】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図８】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図９】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた、
この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図１０】図１ａ～図３ｂの構成に比較して接続リングの膜がケーブルに置き換えられた
、この第１の実施形態の別の態様を示す。
【図１１】非展開位置にある本発明の第３の好適な実施形態のこの構成に係る支持体を示
す（左側は正面図、右側は平面図）。
【図１２】展開位置にある同じ支持体を示す（左側は正面図、右側は平面図）。
【図１３】内視鏡および外科器具をこの支持体にいかにして接続することができるかを示
す。
【図１４】第３の実施形態に関する。
【図１５】第３の実施形態に関する。
【図１６】第３の実施形態に関する。
【図１７】第３の実施形態に関する。
【図１８】第３の実施形態に関する。
【図１９】第３の実施形態に関する。
【図２０】本発明の第３の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の第２構成に関
係する。
【図２１】本発明の第３の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の第２構成に関
係する。
【図２２】本発明の第３の好適な実施形態に係る内視鏡支持体または装置の第２構成に関
係する。
【図２３】本発明に係る内視鏡支持体の第２の好適な実施形態を示す。
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